
第１号議案

笛吹川都市計画道路の変更

（３・３・６号 甲府バイパス（国道20号））



背景
都市計画道路の⾒直し

○⼈⼝減少等の社会情勢の変化から、持続可能な社会を構築していくために、コ
ンパクト・プラス・ネットワークの取り組みの重要性が⾼まっている。

○市町村においても、⽴地適正化計画の策定が進むなど、都市の再構築に向けた
取り組みを進めているところ。

○都市計画は社会情勢の変化を踏まえ適時適切な⾒直しが⾏われることが望まし
く、都市の⾻格を定める都市計画道路についても、⽬指すべき都市構造と対応
したものであるか等、必要な再検証が求められている。

○都市計画道路の計画延⻑約４７５kmのうち、未整備区間は約１７０km（３６％）
○⻑期未着⼿路線の存在、⻑年にわたる建築制限＊２ｐ参照
○国の新経済・財政再⽣計画に都市計画道路の⾒直しが位置付けられた。

現状と課題

○ 平成２４年度から全県的に都市計画道路の⾒直しに着⼿。
○ 現在、都市計画道路が決定されている１８市町村全てで⾒直しが実施
されている。
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申請不要

都 市 計 画 道 路 の 区 域

現在の道路区域

申請不要

53条申請が必要な
建築⾏為

○階数２以下で、かつ、地階を
有しないもの

○主要構造が⽊造・鉄⾻造・コン
クリートブロック造等で容易に
移転、除却できるもの

【許可基準】

区域内で新たに建築

市町村へ許可申請

都市施設等の区域内での建築制限

都市計画決定 都市計画制限
（都計法第53条）

都市計画道路の区域内の制限
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⃝ 整備に長期間を要しても整備していくことを原則とし、都市計画道路の見直しも含めて
柔軟に対応していく

• 目指すべき将来都市構造、まちづくりとの整合

• 自転車・歩行者も含めた将来交通需要への適切な対応

• 既存ストックの活用と都市計画道路の必要性を踏まえた、効果的、効率的な整備

・廃止 ・変更車線数変更、幅員変更、ルート変更 ・存続

都市計画道路の⾒直し
⾒直しの基本的な考え⽅

⾒直しの内容

ルート
変 更

例）歴史的資産等を回避
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未整備

整備済

＜凡例＞

鵜飼橋松本線

笛吹市の都市計画道路の整備状況

笛吹市役所

⽯和温泉駅

⽯和市部通り線

甲府バイパス（国道２０号）

⽂化川中島線

⽯和本通り線

⼋⽥線

⽯和温泉駅前線

⽯和温泉駅松本線

○計 画 １０路線 延⻑︓ １７，９００ｍ
○未整備 ５路線 延⻑︓約１０，１００ｍ（５６％）

甲府バイパス（国道２０号）

⼋⽥線
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路線名 見直し結果

石和本通り線  都市計画道路としては廃止する。

 並行路線の市道１－５号線の整備により代替機能を確保する。

八田線  都市計画道路としては未整備区間を廃止する。

 並行路線の市道１－５号線の整備により代替機能を確保する。

鵜飼橋松本線  都市計画道路としては未整備区間を廃止する。

 並行路線の市道１－８号線の整備により代替機能を確保する。

甲府バイパス

（国道２０号）

 都市計画道路としては未整備区間を廃止する。

 現道の一般県道小石和市部線により代替機能を確保する。

文化川中島線  存続する。

※甲府バイパス（国道20号）のみ県決定

笛吹市の都市計画道路の見直し案
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廃止

整備済み

＜凡例＞

代替路線

存続路線

⽂化川中島線
⼋⽥線

⽯和本通り線

甲府バイパス（国道２０号）

鵜飼橋松本線
１
－
8号

線

笛吹市の都市計画道路の見直し案
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 甲府バイパス（国道20号）は、笛吹市⽯和町市部から笛吹市⽯和町広瀬に⾄る全
⻑約3ｋｍの道路である。

 昭和４６年３⽉都市計画決定

(仮)桜井JCT

至 長野

(仮)和戸IC

(仮)広瀬IC

至 東京

(仮)塚原IC

(仮)牛句IC

(仮)甲斐IC・JCT

(仮)岩森交差点

(仮)宇津谷交差点

E
5
2
中
部
横
断
自
動
車
道

甲府芦安線

甲
斐
中
央
線

双葉JCT

甲府昭和IC

甲府南IC

至 静岡

至 埼玉

ﾘﾆｱ新駅

甲府駅

南ｱﾙﾌﾟｽIC

白根IC

E52
E20

(仮)桜井IC

落合東IC

(仮)東油川IC

落合西IC

西下条ランプ

(仮)小石和IC

3・3・6号 甲府バイパス（国道20号）
L=約3km
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（都市計画総括図）

廃止

整備済み

＜凡例＞

３・３・６ 甲府バイパス（国道２０号） ２２ｍ ４車線 L=2,980m 国道、県道

県
道
一
宮
山
梨
線

笛吹川都市計画区域

甲府都市計画区域
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標準横断図

【幅員22mの場合の標準断面構成】

９



計画図（新旧対象図）

廃止

新（変更後）

＜凡例＞

終点 笛吹市石和町広瀬

（新）起点 笛吹市石和町四日市場

（現）起点 笛吹市石和町市部

３・３・６ 甲府バイパス（国道２０号） ２２ｍ ４車線 L=2,980m
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笛吹川都市計画道路の変更（山梨県決定）

笛吹川都市計画道路中、３・３・６号 甲府バイパス（国道20号）を次のように変更する。
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新旧対照表
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現況写真（航空写真）

①

笛吹市役所

②

１３
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都市計画区域

（都）石和温泉駅前線
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都市計画の策定の経緯の概要

笛吹川都市計画道路の変更 （3･3･6 甲府バイパス（国道20号））
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